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国際シンポジウム 

トラフィッキングって何？  
世界に広がる人身売買と日本 

【日時】 ２００３年１月２２日 水曜日 午後１時～５時 
【場所】 ウ・タント国際会議場 ＵＮハウス（東京都渋谷区神宮前 5-53-70 国連大学内） 

 

〔第１部〕 

進行： みなさま、ようこそおいでくださいました。シンポジウムの企画を担当しましたアジア財団日

本事務所の玉井桂子です。本日の進行を努めます。よろしくお願いいたします。それでは、主催者

を代表しまして、アジア財団駐日代表のアンドリュー・ホルバートより、ご挨拶申し上げます。 

 

アンドリュー・ホルバート： 皆さん、お忙しいなか、おいでいただきましてありがとうございます。あい

さつを極めて短くさせていただきます。まず、共催団体のＩＬＯ、そしてＩＬＯ駐日代表の堀内光子さ

んへ、ご協力を心から感謝したいと思います。ＣＳＯ連合会の浅田さんと岩田さんにも協力、ありがと

うございます。 

私はトラフィッキングの専門家ではありませんし、今日は専門家がここに大勢いらっしゃいますの

で、その方々の発表に期待いたしまして、この話題についての言及を省略いたします。アジア財団

の宣伝もしません。お手元の資料に私たちの団体の目的その他、詳しく書いてありますので、ご参

照ください。パネリストの皆さんの略歴も書いてあります。 

 基調講演者は、駐日タイ王国大使のカシット・ピロム閣下でございまして、お忙しいなか、いらして

いただいて本当に感謝しています。大使は、アメリカのジョージタウン大学、そしてオランダのハー

グにある大学で教育を受け、タイの外務省に長年勤めていらっしゃいます。最近ではドイツの大使

をされました。タイにおける深刻な人身売買の問題について、タイの経験を詳しくお話していただき

ます。それでは大使、よろしくお願いします。 

 

基調講演：「日本に暮らすタイ人被害者の現状と、タイ国の人身売買撲滅への取り組み」 

 

カシット・ピロム： ホルバートさん、そしてＮＧＯの友人の皆様、ご参加くださいました皆様、主催者

のＩＬＯ、アジア財団、そして、日本ＣＳＯネットワークの方々へ、人身売買について、特にタイ人女
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性の人身売買に関してお話しする機会を与えていただきましたことを御礼申し上げます。また、ここ

でお詫びを申し上げなければなりません。参加者の皆様に配付しましたスピーチ原稿を私は読み

ません。私の話すスピードが速くなりすぎて、通訳者の方に迷惑をかけるかもしれませんが、冒頭に

お詫びを申し上げておきます。 

 私は、この人身売買の件に関して強い関心をもっています。それにはいくつかの理由があります。

一つ目は、タイ外務省や在外タイ大使館の役目のひとつが、海外に暮らすタイ人を守り、特に苦し

い状況に置かれているタイ人女性たちを支援することです。したがって私たちの日常業務の一環と

して、東京の大使館で、また大阪の領事館で、苦しみの中にいる女性たちの支援を行っているわけ

です。 

 二つ目は、私たちはタイの一市民として、海外で生活しているのですが、私がとても恥ずかしく残

念に思うのは、タイの女性が売春婦として世界の人々からみなされ、特に海外の男性たちがタイの

女性を売春の対象として考えているということ、とても恥ずかしいことです。私はできる限りの力を尽

くして、女性の人身売買問題を解決すべく、貢献してゆきたい。売春を強制させられている女性た

ちを救いたいと考えているわけです。 

 私はドイツと日本において、人身売買問題に関する仕事に関わってきました。特に日本において

は、タイからの人身売買はたいへん活発な産業となっている。これは憂慮すべき状況です。タイに

おいても、それからベルリン、東京でも、また世界各地のさまざまな会議で、あるいはＡＳＥＡＮとの

協力関係において、日本との協力関係において、また多国間の国際機関において、私は人身売

買問題に取り組んできました。 

 タイ王国大使館は、東京は目黒の駅のすぐ近くにありますが、毎日、１５０人近くのタイ人が、法的

な、あるいは、日本の生活で直面する様々な問題を抱えて相談にやってきます。この１００人以上の

うちの80％は非合法的な手段で日本に入国しています。毎日、どこかで人身売買が行われている

わけです。成田国際空港において、あるいは福岡の国際空港、あるいは名古屋の国際空港におい

て、タイから毎日のようにこうした人身売買の対象となっている女性が日本に入国してくるわけです。

ですから、タイの政府当局、日本の政府当局、そうしてＮＧＯの方々がみんな協力してこれを防止し

ようとしているわけです。非常に目にあまる状況が現実に起きています。ですから、私の経験を、私

たちタイ王国大使館がどのような状況に直面しているのかをご紹介したいと思います。 

 まず始めに、これはタイ国から売春を対象とした女性がどのようにして調達されてくるのか、送り出

し国の状況について話したいと思います。国際的な人身売買組織がタイで暗躍して人身売買を行
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っています。 

例えば、日本人の男性がタイの農村部を訪ねてきます。農村地帯に限らず、山岳部にいる少数

民族の農村へも出掛けます。そうした日本人男性の多くはタイ語を話します。彼らは農村部に出掛

けてゆき、一攫千金の夢をちらつかせて女性たちを誘惑するのです。パーティを開いて「バンコクへ

出てこないか」と誘う。日本人の男性が直接、農村部へ出掛けてゆき勧誘しているのです。そして、

カップルとして日本へ入国する。農村部に出掛けてゆく日本の男性ほかにも、プーケットやバンコク、

あるいはパティアの歓楽街を多くの外国人が観光のために訪れていますが、そういう所で日本の男

性が女性を誘い、自分の同伴者として女性を調達するのです。農村部に出掛けて、あるいは歓楽

街に出掛けて、女性たちに約束をする。「日本では、もっといい生活ができるよ」と。しかし、現実に

は、その女性たちの多くが売春宿やスナックに売り飛ばされるわけです。東京、横浜、関東地方、

日本各地の歓楽街で、こうして売り飛ばされたタイ人の女性が数多く働いています。彼女たちはほ

とんどが成田国際空港から日本へ入国しています。 

 さて、どのように日本へ入国するのでしょうか。まずは偽造された旅券などを使って入国するわけ

ですが、最近は規制が厳しくなっているので、もっと高度な方法が使われます。例えば、日本人男

性と結婚します。見せかけは合法的なカップルとして入国しますが、成田空港から入国したとたん、

その偽りの夫と引き離されて、スナックバーや売春宿に売り飛ばされるわけです。 

 もう一つの方法は、第三国を経由して入国する方法です。シンガポール、香港、あるいはドイツま

で出掛けて、第三国から日本へ入国します。タイから直接、日本へ入国するのではなく、第三国を

経由します。そして経由地で入手したシンガポールの旅券などを使って、日本へ入国するわけです。 

 他の方法もあります。他人の旅券を使用して入国することです。顔写真、あるいは署名が当人と非

常に似ているということで他人のパスポートを使って日本に入国します。他人の旅券を使用し、ある

いは偽造した旅券を利用して入国するのです。 

 しかし、問題はタイと日本の間で人身売買が行われているというだけはありません。こうして連れて

来られたタイの女性たちはそれぞれに前借金を負わされています。暴力団員、人身売買業者に対

して２００～４００万円の前借金を負わされます。タイから日本への旅費、滞在費等々を含めた前借

金です。それを返済するために、６カ月から２年間にわたってまったく無償で働かなければなりませ

ん。さらに日本での住居、食費等々なども支払わなければならない。ですから、前借金を負ったうえ

に年間１００万からの生活費を借金としてさらに負う。そして延々と借金の返済に苦しむわけでありま

す。 
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 さらには、賭博にはまったり、麻薬中毒にさせられたりと、支出がどんどん増え、蓄積して、前借金

を払い終えるだけで実質２年間、さらに、その２年を経ても自由の身にはなれないというのが実態で

す。 

 このような話は私たちが毎日直面している日常的な光景です。女性たちのなかには大使館に逃

げ込んでくる人もいます。平均して１日に１人から２人です。私たちは入管当局に連絡をし、省庁か

らの支援も得ます。 

 ＨＩＶ／エイズの問題もあります。過去15カ月の間に、エイズによる死亡件数が50件を超えていま

す。こうしたタイ人の女性は自分で病院に行けない。また健康保険も持っていない。自分がなぜど

のようにして日本にいるのかという状況を明らかにするのが恐ろしく、誰にも何も言えない。こうして

エイズに感染し死亡した人々の数が50人に達しているのです。私たちはこれらの女性の遺体を火

葬したうえで、母国のバンコクへ帰還させています。女性たちは監禁状態に近い環境に置かれ、健

康状態も非常に悪い。２００万、４００万といった借金を返すためには、一晩に８～15人相当の客を

取らなければとても返済することができないというような状況に彼女たちはいるのです。 

 タイから来た女性たちが、どのような状況に置かれているということを、お話しさせていただきました。

それでは、このような問題に対して私たちタイ王国大使館は何をするのか。まず日本の行政の人々

とお話をします。それから、いわゆるシェルターを彼女たちに紹介しています。この場を借りまして、

ＮＧＯの方々、シェルターの方々、ボランティアの方々の皆様に御礼申し上げたいと思います。たく

さんのタイ人女性がこのようなシェルター等で皆様のお世話になっているかと思います。ありがとうご

ざいます。 

 そして、日本の行政の人々にコンタクトを取る一方で、航空券を取り、女性たちが祖国へ帰れるよ

うに取り計らいます。帰国のための航空運賃は私たちが立て替えますが、私たち在日大使館のもと

へその代金が戻ってくることはありません。この女性たちがバンコクに戻りますと、タイの警察とタイの

社会保障局等の職員が来まして、この女性たちをシェルターに連れていきます。現在、いくつかの

監視プログラムというようなものがありまして、帰国後の女性たちがどのようして社会に復帰してゆく

かというようなことをフォローしています。いちばん重要なのは彼女らの身の安全です。日本での体

験を逆手にとられて、あるいは、何らかのかたちでまた捕まえられて、再びまた売春宿に連れ戻され

てしまうというようなことが起きないように、私たちは彼女たちの身の安全を守ることにいちばん気を

つかっています。 

 人身売買に対抗する策として、私たちは繁華街や売春宿からタイ人女性たちを救い出す活動、
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ビザによって彼女の滞在は正当化されていたので、彼女の言い分は受け付けてもらえなか

ったのです。そこで、彼女は道路の真ん中に立ちはだかりました。そうすることで、よう

やく警察に連れていかれることができたのです。このように、私も実際に目にしましたの

で、未成年者の例は確かにたくさんあると思います。 

 それから、モラトリアムのプログラムの件ですが、これは大変にいい考えであると思い

ます。なぜならば、モラトリアムの期間があれば、その間に被害者の人たちが、自分の状

況を認識することができ、自分に起きた悲劇をある程度落としてから、新しい事態に取り

組むことができるからです。自分の国に帰って単に隠れるだけではなくて、ある程度安全

が保障されるということもわかって、自分の国に帰って新しい人生を始めることを可能に

するという意味で、モラトリアムがいいと思いました。 

 なぜコロンビアから売られてくるかですが、コロンビアの社会、経済的な情勢が原因の

一つだと思います。それから、ゲリラによる内戦状態も関係があります。そのようなこと

から、女性自身が自分の家族を支えなければならない。そして、彼女達が、自分の家族を

支えるためには何ができるでしょうか？コロンビア政府は、教育の機会、雇用の機会を十

分に与えているわけではありません。従って、そういう女性たちは、教育レベルも低いわ

けです。何百万もお金が入るという仕事の話を聞いたときに、簡単にそれを受け入れて、

騙されてしまうのです。 

 なぜ日本か？日本は世界のなかでも、有数の経済大国だからです。さらに、日本には、

人身売買に対しての罰則がないということから、人身売買業者にとってはたいへんいい市

場だからです。日本は人身売買の天国であるということができます。つまり、これが、人

身売買を容易にしていることの一つであり、かつコロンビアの女性が日本に来ている理由

です。 

 

堀内光子： どうもありがとうございました。それでは、第２部に入りたいと思います。第

１部は、人身売買問題の実状を中心に話してまいりました。第２部では、人身売買は撲滅

できるのか、日本の法制と被害者の救済策を中心に進めていきたいと思います。 

 4人のパネリストがいらっしゃいます。まず最初に、警察庁生活安全局生活環境課課長補

佐の鬼塚さん、お願いします。 
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鬼塚友章： 警察庁生活環境課の課長補佐をしております、鬼塚と申します。本日はこのよ

うな機会を与えていただきましたアジア財団、ＩＬＯの関係者の皆様方に、この場を借り

てお礼を申し上げたいと思います。 

 まず、生活環境課が、人身売買とどうつながるのかという点について、簡単に申し上げ

ます。生活環境課は、国民生活に密着した各種犯罪を中心に、様々な時務を所掌していま

す。日本における、アミューズメント産業を規制する法律、風営法とよくいわれる、風俗

営業等の規制及び業務適正化等に関する法律を所管し、それに伴う各種の犯罪行為を取り

締まることもその一つです。様々な各種犯罪の取締りを通じて、このような痛ましい状況

下にある女性にも対応しているという関係で、本日、ここにお招きいただいたわけです。 

 警察といたしましては、トラフィッキングを、２つの意味で極めて許しがたい悪質な犯

罪であると考えています。 

 一つ目は、被害にあう女性、子どもの人権を著しく蹂躪する、極めて悪質な犯罪である

ということ。これが、民主社会である日本において行われているということについて、極

めて強い怒りを覚え、取り組みを強めています。二つ目は、人身売買によって得た不法な

収益が、各種の組織犯罪の資金源になっている点です。資金源になると、様々な取締りを

行っても、次の犯罪が必ず出てきてしまいます。人身売買が、犯罪組織にとっては一つの

大きなビジネスになっているという現状、これがきわめて悪質性が高いという理由です。 

 まず、国際的な議論の経緯をお話いたします。国際組織犯罪条約が、国連の場で締結を

され、日本もすでに署名しています。その付属議定書という位置づけで、人身売買に対す

る議定書があります。日本は、この議定書に同意するものの署名を行っているところです。 

 通常、条約につきましては、この署名行為が行われたあと、その条約のなかで位置づけ

られているいろいろな義務を国内法で担保するための作業を行い、最終的に当該条約に我

が国は国際法上縛られる、つまり、その義務を遵守するということを示す行為として、い

わゆる批准という行為があります。これにつきまして、現在、署名を受けて、これから批

准に向けた作業をやっていくと。批准について関係省庁の間で検討が行われ、最終的には

国会でこれを承認していただく運びになろうと思います。 

 警察の取り組みを申し上げますと、平成10年に風営法の一部の改正を行いました。多額

の借金を背負わせて売春を強要する、あるいはパスポート等を取り上げて逃げられないよ

うにして、事実上売春を強要することを、法律のなかでは、拘束的行為というかたちで位
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置づけています。このような行為が、風俗産業で行われないように、様々な法的な枠組み

を作り、同時に、都道府県警察に対して取締りを徹底するよう指示を出しています。 

 人身売買には、諸外国から女性を連れてくるために、仲介を行うブローカーという存在

があります。ブローカーには、大きく分けて３種類あります。一つ目は、女性が送り出さ

れるタイやコロンビアで、女性を募集するものです。これは、主に当該国人が多いと思わ

れていますが、最近は、日本のマフィア、暴力団、ヤクザ等が当該国に出掛けていって行

う例もあります。二つ目が、その国から女性をわが国に連れてくる引率ブローカー。これ

はさまざまなかたちがありますが、ストレートで日本に入ってくることが難しいものです

から、第三国経由その他偽造パスポートを使うことに長けている犯罪組織の関与が見受け

られます。三つ目が、女性が日本に入った時点で、各種の風俗店等に手配をする受け入れ

ブローカーです。これについてもさまざまな形態が見られますが、日本のヤクザ、マフィ

ア、暴力団が関与しているケースが多数見られます。 

 このような事案について、暴力団の関与が非常に大きいわけですが、最近特に問題であ

るのが、このような暴力団と諸外国の犯罪組織の結びつきが随所に見られることです。こ

れは、組織犯罪の国際化という現象で、21世紀の世界の抱える問題の一番大きなものの一

つといえると思います。このような国際組織犯罪のネットワークが、かなりの程度ででき

ています。 

 若干話はずれますが、このような組織犯罪の国際化については、各国の警察捜査等の機

関におきまして、非常に問題と考えており、様々な対策がとられているところです。国際

的な条約の話については今しがた申し上げましたが、わが国といたしましても、組織犯罪

に対応した様々な組織体制の強化を図っているところです。法律の整備ということも、組

織犯罪条約を受けて、その批准に向けた作業をやっています。 

 この、人身売買といわれるものについては、冒頭申し上げましたとおり、きわめて悪質

な犯罪と考えています。警察としても、様々な対策をとっているところですが、わが国の

警察が単独で解決できる話ではないと考えており、各国の捜査機関、大使館等の各国の政

府関係者の方々、入国管理行政を担当する入国管理局、外務当局、その他の関係機関との

連携を強めているところです。 

 本日、このような場で、国際的な連携の強化のための一助となればと考えています。 
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堀内光子： 警察の認識をはっきりおっしゃっていただき、ありがとうございます。次に、

アメリカからいらっしゃいました、コロンビア大学ＵＣＣＰのキンジー・ダイナンさん、

お願いします。 

 

キンジー・ダイナン： 皆様、この場でお話しをする機会を得ましたことを、非常にうれしく

思っています。さて、国際組織犯罪禁止条約の日本に対する影響についてお話ししたいと

思います。 

 2000年12月に、国連で国際組織犯罪禁止条約が採択され、それに付随するかたちで、人

身売買、特に女性と子どもの人身売買の防止、処罰に関する議定書も採択されました。こ

の売買が、人を対象にしているということが、重大な問題となっているわけです。人身売

買業者のみならず、人身売買の被害者の救済に対応しようということで、この議定書が採

択されたわけです。 

 まず、人身売買の定義について説明したいと思います。労働搾取を目的とした人身売買

を禁止しているのが、この国際組織犯罪禁止条約であり、人身売買に関する議定書です。

特に、性産業での売春を目的とした人身売買の取締りを中心にしています。 

 その中で、人身売買の定義が問題になってきます。まず、この条約は、人身売買におけ

る、強制的な人の売買、移送、搬送などを禁止するものです。例えば、工場労働者として

雇われたはずが、実際に入国しますと、それが売春の仕事であったというように、人を騙

して入国させるといったことを禁止しています。そして、借金漬けにして売春を強制する

という問題に対応するため、前借金相殺の制度を導入する、などが盛り込まれた条約です。 

 さて、この議定書では、強制労働、隷属的な労働、臓器の摘出、売春などが労働搾取の

定義のなかにあります。そして、性的な売春の搾取という定義につきましては、各国政府

にその解釈を委ねているわけです。児童に関しては、人身売買の定義について、条約に全

面的に規定しています。 

 人身売買の被害者の国外退去については、その安全性、それから法的な手続きを保証し

たかたちで提供しなければならないと、この議定書にあります。そして、人道的な配慮の

ある扱いを規定しています。 

 さらに、議定書は国際法を適応することを求めています。難民待遇の権利を保証するな

ど、滞在中の扱いを規定しています。この国連条約は、すべての国際的な組織犯罪者の被
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害者に対して、援助、保護及び対策を講じるよう、各国に呼び掛けています。例えば、適

切な住居、法的なカウンセリング、医療及び心理的な支援などの提供を各国締約国に対し

て要求しています。また、ＮＧＯとの協力、その他の市民社会の支援、協力をとりつける

よう規定しています。 

 議定書は、人身売買の被害者の安全についても言及しています。彼らのプライバシーの

保護、そのアイデンティティの保護、そして法的な裁判審理の過程において、内容の機密

性を規定しています。 

 法的手続きにおける被害者の権利についてですが、この条約は、刑事裁判において、被

害者の保護を謳っています。その親戚及び関係者に関してもその保護を規定しています。

また、被害者の観点、あるいは懸念事項などに関して、裁判の審理の中で十分に考慮する

よう規定しています。 

 日本では、例えば強制労働、強制売春などを禁止する法律が実際ありますが、人身売買

そのものについて規定している法律はまだありません。さらに、被害者について十分に保

護するような規定を設けた法律も日本には存在しません。ここ数年間、２カ国間、あるい

は地域間の協定などを基に、人身売買の取り組みが行われてきましたが、人身売買に関す

る対応はまだ不十分です。日本は、多くの他国の例から、参考になる対策を講じるべきだ

と思います。 

 それでは、アメリカに入国する人に対する、人身売買に関連する法律についてお話しし

たいと思います。きちんと合法的な形で入国しない限り、罪となるといった法があります。

さらに、以前のアメリカの法律では規制することができなかった、身体的な束縛を擁する

ものもその対象となっております。人身売買の被害を受けてきた、被害者の人々に対して

は、特にＮＧＯなどとタイアップして、保護の対象とする方向に変わってきております。

さらに、被害者がきちんとした医療補助、そして保護を受けられるようになってきていま

す。 

 さらに、人権に関しては、情報に対するアクセス権、今まで支払われていなかった賃金

に対する権利等が、この法律には書かれております。そして状況によっては、その後も国

内に滞在することを許可することもあります。被害者が、もらうべきであった報酬をもら

えるように支援するものもあります。 

 アメリカの例を申し上げましたが、まだまだたくさんチャレンジがあるというのがアメ
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リカの現状でもあります。これからの何年間かで、いくつかの問題が解決されていけばと

思っております。 

 タイの例ですが、1996年、97年に導入された法律を実際に実行するところで、問題があ

ったといわれています。ＮＧＯ、そして政府機関が協力体制をとって、実行に移すことが

重要であると言われておりました。 

 日本にとっても、さらに諸外国でもそうでありますが、様々な政府機関、行政、入国管

理局の人々、労働局の人々、外務省の人々、そしてＮＧＯの人々、このような様々な問題

に携わる団体及び組織が協力し、共に取り組む必要があります。新しい政策を打ち出して

も、それを実行段階に移すには、複数の団体が一丸となって動く必要があります。これら

の団体をアクターというのであれば、重要な役割を担っているアクターが、同じ目的をも

って取り組む必要があります。 

 もう一つのメッセージは、各省庁の中でも、非常に高い地位にある人々が、人身売買問

題に対してコミットをしていくことが重要でしょう。アメリカでは、高官がこの問題に取

り組んでくれませんと、解決しようとしても事が動きません。 

 日本に関して申し上げますと、人身売買がいかに深刻な問題であるか、さらにこれが現

実の問題であるという認識を広め、強化していくことが重要かと思います。今日の会合は、

このような理解を深める意味で非常に有意義だと思います。 

 短い時間でしたけれども、ありがとうございました。 

 

堀内光子： ダイナンさんは、国連の条約が何を意図しているか、さらに幾つかの具体的な

国での取り組みについての説明についてお話しくださいました。また、日本へのコメント

もいただきました。人身売買は非常に複雑な問題なので、あらゆる立場の方々の協力が本

当に重要だと思います。政策決定に携わる高い地位の方が参加して、この問題の理解を深

める必要があることは、おっしゃるとおりだと思います。 

 ３人目のパネリストは、京都ＹＷＣＡ アプトの吉田容子弁護士です。人身売買の摘発

と、日本の国内法を含めた、被害者保護に関する活動の例をお話しいただきます。 

 

吉田容子： こんにちわ。まず、アプト（ＡＰＴ）について簡単にご説明します。ＡＰＴは、

「Asian People Together」の頭文字をとった、「アジアの人々と共に」というＹＷＣＡ



31 

の中にあるボランティアグループです。当初は、外国人、特に、 ニューカマー(new com

er)といわれる方たちの相談、電話相談、それから必要に応じて区役所、医療機関、弁護

士のところに赴くというサービスをしていました。 

 現在は、もう少し活動が拡がり、共育プログラムなどもしております。教えるほうでは

なく、共に育つという共育です。子どもたちがだんだん定住してきますから、日本社会の

中で育ってくる子どもたちがいるわけです。もちろん大人もですが。我々日本人も同じよ

うに外国人の人たちと生きていこうということです。 

 それでは、人身売買に対して、現在の日本の国内法がどうなっているのか、何も対応で

きないのか、それとも、対応できるはずなのに何らかの問題があるのか、について、報告

したいと思います。 

 まず、お手元の資料、4－1と、4－2をざっと眺めていただきたいのですが、これはタイ

とコロンビアから日本へ来る、人身売買の典型的な流れを示しています。2には、関係の法

律も書いてあります。要するに、多くの人が組織的に関与していて、かつ、それによって

利益を得ていることがわかると思います。これらの関与者は、その一部が抜ければ人身売

買は成功しないわけですから、その意味で人身売買の加害者としてとらえる必要があると

いうことです。 

 では、様々な場面で登場する加害者を取り締まることが、現在の日本の国内法、日本の

法律でできるのか？ まず、先ほどキンジー・ダイナンさんも言われましたが、人身売買

を定義して、これを一般的に禁止し、処罰の対象とする法律は日本にはありません。「人

身売買は違法であって、処罰の対象だよ」という法律が日本にはないのです。例外として

は、1999年だったと思いますが、17歳以下の人たちを子どもと定義して、その子どもを買

春の対象にしたり、ポルノの製造目的で売買したりすることを禁止する法律はあります。

では、18歳以上の人たちの売買、それから今言ったような目的がない子どもの売買、これ

について一般的に禁止して処罰する規定がないのです。 

 それでは、何もできないのか、ということになると、法律上はそうではありません。人

身売買の過程で起こる様々な行為に対して、刑法、労働者保険法、労働基準法、それから

入管法などを適用して処罰することは理論的には可能ですし、一部はなされています。そ

のいくつかの例は、資料の4－2をご覧ください。資料の右側に、「関連する現行法」と書

いてあります。左側がその行為、右側が関連する現行法。主に罰則規定があるものだけを
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取り上げていますが、これですべてではありません。目についたものだけを並べただけな

のでだいぶ落ちているとは思いますが、法律でそれぞれの行為者を処罰することは理論的

には可能だと思います。もちろん証拠の問題が残ってはいますが。私どもは、これらが効

果的に使われて、処罰されているとは考えていません。 

 先ほど、一部は実際に処罰されていると申し上げました。それは確かにそうです。例え

ば、警察庁の鬼塚さんの資料の2－2の2枚目、9－4、あるいは、9－5で、雇用関係事犯とし

て検挙した等々と書いてあります。労働者派遣法、職業安定法、あるいは労働基準法、そ

ういう労働に関する法律違反ということで処罰した例はあります。それから入管法にある、

不法就労助長罪で処罰した、という例もあります。それから、表の9－6に、「風俗関係事

犯において」というのがあります。これは風俗営業の適正化に関する法律、風営法である

とか売春防止法であるとか、そういった法律を適用して加害者側を処罰することもありま

す。被害者側も処罰されてしまうのですけれども、加害者側を処罰する例が一部ではある

ということになります。 

 ただ、資料の4－2をもう一度見ていただきたいのですが、雇用関係事犯、あるいは、風

俗関係事犯というのは、せいぜいが、真ん中のちょっと上にある、ブローカーが風俗営業

者に売る、それから風俗営業者が客に売る、という過程の一部をとらえて処罰しているこ

となのです。もっと前の過程、例えば、リクルーターがリクルートして、エージェントに

渡して、日本側のレシーバーに渡して、さらにブローカーに渡すという、もっと前の段階

の行為については処罰されてないのです。右側に少し書いてあるように、刑法、例えば、

監禁罪、暴行罪、それから、誘拐罪等は、日本国外で犯罪行為があっても、日本国内の裁

判所で裁判ができます。でも、そういうような例がないのです。だから、大本のところ、

スタート地点は何も手付かずのままです。最後の仕事の紹介の仕方が悪い、許可を受けな

いで仕事を紹介したのが悪い、あるいは従事した仕事の内容が悪いということを取り上げ

て処罰しているだけであって、人身売買自体をとらえて処罰している例は、ほとんどない

というのが実態だと思います。 

 つまり、加害者はほとんど十分に処罰されていない。例えば、雇用関係事犯で起訴され

ても、罰金とか、一番重くても執行猶予付きの懲役刑ですからあまり打撃にはならない。

そのかわり被害者はどうなるかといいますと、資料の4－3にあるように、退去強制手続き

となります。被害者は被害者だといわれながら、実際のところは、法制度の運用上は何ら
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の救済もされないままで退去強制されて、それでおしまいです。日本側はそれで一件落着

という扱いをしています。 

 では、どうすればいいのかということになりますが、被害者の保護、被害の回復、それ

から、今後の予防ですね。予防が一番大切だと思いますが、その両面からいったら、きち

んと処罰することが大切だと思います。そのためには、まず、人身売買にどういった形態

で関与しようと、人身売買に関与することは違法であって、処罰の対象なのだということ

を明示する法律を日本国内でつくるべきだと考えています。 

 このことは、もちろんその法律の適用によって処罰することも目的ですが、それ以外に、

人身売買は犯罪であることを認識させることも目的としています。残念ながら、まだ日本

では、人身売買は被害者側に過失があると思われています。つまり、「好きで来てるんで

しょう」、たまたま嫌な目にあったかも知れないけれども、「事情を知って来てるんでし

ょう」みたいな認識が、残念ながら強いと思います。そのことは、率直にいえば法律家も

同じです。法律家が必ずしもその点で理解しているかというと、そんなことはないです。

法律を作ることで、人身売買は犯罪であることを、国民だけじゃなくて行政・司法の関係

者にとりわけ認識させるという意味があるかと思います。 

 しかも、ただ処罰するだけじゃなくて、オマイラさんも言っていましたけれども、帰国

の旅費をどうするのだとか、医療費、滞在費をどうするのだ、というような問題も出てき

ます。そういったものも総合的にあわせた人身売買の禁止、それから防止に関する法律と

いうのが必要だろうと思っています。 

 それからもう一つ、在留資格の問題がいつも出てくるんですね。ほとんどの人身売買の

被害者というのはオーバーステイになっています。その方たちが望んでいなくてもオーバ

ーステイになっている。そうすると、オーバーステイだから違法だ、不法滞在だというこ

とになって、何よりもそれが優先してしまうのです。今の現行法でいきますと、実際に適

用例はありませんが、在留特別許可制度というのがあります。これは在留資格がない人で

あっても一定の要件があれば、法務大臣の裁量によって在留資格を認める制度です。ただ

し、これは権利ではありません。法務大臣の大幅な裁量権が認められています。つまり法

務大臣が何とでもできるんですね、認めることもできるし、認めないこともできる。被害

者だからといって権利を認めるというかたちにはなってないわけです。ですから、人身売

買の場合、しかるべきセンターをつくって認定することになると思いますが、そこが認定
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したら少なくとも被害回復に必要な期間の一時的な在留資格を認めてはどうか。オーバー

ステイのまま、退去強制手続きを遅らせてあげますよ、というのではなくて、権利として

在留資格を認めるべきだと思います。それから、必要であれば、在留特別許可をもっと権

利性を持ったものとして認めていく、というようなことも含めた、総合的な法律が必要だ

ろうと思っています。 

 日本の受け入れ側は、主に性産業ですが、日本の性産業は10兆円といわれています。こ

の性産業を規制する法律というのは、先ほど警察庁の鬼塚さんが言われましたけれども、

風俗営業の適正化に関する法律が一番の基本になります。先ほど、パスポートの取り上げ

などを禁止する規定を作ったとおっしゃいました。それは、その通りです。しかし、いわ

ゆるセックス関連産業は、公安委員会に届け出れば全部ＯＫなのです。詳しくは、風俗営

業の適正化に関する法律の概略が資料の4－4にあります。営業の制限はまったくなし。も

ちろん届出の一定の要件はありますけども、照明は何ルクス以上にしなさいとか、広さは

これだけだとか、経営者に風営法違反の前歴がないかとか、それぐらいです。ですから、

これはむしろ人身売買を助長する可能性のある法律だと思います。 

それから、売春防止法という法律もありますが、買春防止法ではありません。売る人が

いるから買う人がいるんだよ、売る人を手助けする行為を禁止しましょう、というのが売

春防止法です。つまり非常にジェンダーバイアスが強いんですね、日本の法律は。そのあ

たりも、きちんと改正しないといけないだろうと思っています。 

 それから、何よりも現行法でも対応できる部分がある。それにも関わらず、対応しない

のは、法律関係者の意識というか、運用の問題なのです。法律の解釈や適用は、人間がや

ることですから、人間の意識が反映されてしまう。そこのところの研修なり、教育なりが

きちんとされなければいけないと思います。 

 

堀内光子： どうもありがとうございました。日本の法律をきちっと教えていただきまして、

ありがとうございました。最後は、立法府からおいでになっております、大脇雅子参議院

議員。大脇雅子参議院議員も弁護士でいらっしゃいます。よろしくお願いします。 

 

大脇雅子： ご紹介ありがとうございます。いろいろな方のご意見や報告を聞きまして、立

法府の議員として、被告席に立たされているような感じを持たざるをえません。 
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 人身売買は、やはり人間としての尊厳、基本的な人権の侵害です。移動や職業、生命、

身体の自由、女性に対する暴力、そうしたものの総合的な犯罪であるということです。 

 今、立法府の中で、この２月を目指しまして、国際組織犯罪条約の批准について議論し

ております。そしてその批准の後に、女性と子どもを中心とした、人身売買の議定書の締

結に向けて、国内法の整備のための議論を進めています。これは、各省庁の非公式の協議

ということで進んでいます。成人の人身売買ですが、外務省の仮訳では人身取引となって

います。私が調べたところによりますと、この件に関しては、概ね現行刑法で対応し、各

関連法で救えるのではないか、というのがだいたいの傾向のようです。しかし、未成年の

人身取引については、いくつかの問題があるとされております。 

 まず、児童福祉法は児童の拘束に対して処罰をしていますが、これは国外犯に手が伸び

ません。それから、日本の児童福祉法では、四親等内の親族は子どもに対して悪いことを

しないだろう、ということで、除外要項になっている点が条約の要請を満たしません。そ

れから、新しい問題も出てきています。臓器移植にどのような法の網をかぶせていくのか。

また、違法養子に対して、どのように取り組むか等々の問題が議論されていると思います。 

 吉田容子さんが言われたように、日本の場合は、刑法、入国管理法、売春防止法、職業

安定法、派遣法、児童売春の処罰に関する法律、児童福祉法、あるいは風営法という様々

な法律が束になってこの事象をとらえようとしていて、一部の行為しかとらえられないと

いうことがあります。その結果として、皆様のご指摘のとおり、取締りが非常に甘いとか、

借金取立てに対する過重な債務に対する被害に対応できないとか、帰国の旅費と帰国に対

するトラウマとか、あるいはケアなしの強制退去になるというような事例があります。 

 国際組織犯罪条約を日本が批准するかについては、様々な動きがあります。例えば、共

謀罪的なものを創設するのではないか、管理や取締りが強化されるのではないか、という

観点から、国際組織犯罪条約それ自体の批准に反対する運動。また、人身売買条約を改正

するのか、人権条約をつくる方向にいくのか、というような運動もあります。しかし、国

際組織犯罪条約と人身売買禁止議定書というものは、批准に向けて進んでいくのであろう

と思います。 

 従って、国会では、その国内法整備の中で、きちっとした条項をつくっていく作業に、

監視の目が必要だということになろうかと思います。 

 とりわけ私が考えていますのは、その処罰の甘さが一つあります。それからもう一つは、
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被害者の保護です。これは、現在、行政がほとんど何もやっていません。こうした条約や

議定書が、努力義務や考慮規定で入れております、様々な人権条項の担保をいったいどう

したらいいのか、ということが大きな課題になります。これは、やはり、個々の議定書に

書かれております人権保護条項を、どのように条文化させていくかにかかっていると思い

ます。通達とかではなくて、法律の中で特別法をつくるなり、何かが必要ではないかと考

えます。またその作業をこれからさせていただきたいと思っています。 

 それから、この問題は、国際協力なしには実現はしないということであります。私も、

タイやフィリピンの子ども買春の問題で、弁護士の方々と協力をして告訴、告発をした経

験がございます。その際、国内法をいくら整備しても、送り出し国と受け入れ国との証拠

の連携とかいったものがないと、ほとんど効果が出ませんでした。従って、司法共助を含

め、政策と共同行動が必要だというふうに考えます。 

 さて、日本でこういった立法するのに、何が障害になっているのか。それには、日本の

風土といいますか、男尊女卑とか家父長制、あるいは男性の買春に対する寛容さというも

のがあると思います。私がメーサイに人身売買の調査に行った帰りの便で、メーサイで女

の人たちを買った男の人たちといっしょになりました。名古屋空港に迎えに来ていた家族

に対して、嬉々として土産を渡している男たちを見ますと、私もショックを受けました。

構造的な人権意識の欠如、女性に対する人権感覚、とりわけ不法入国をしている女の人た

ちに対する冷淡さ、そうした閉鎖的な社会の中で人権侵害があるというこの現状に対して、

国際人権と人間の安全保障という考え方の徹底が必要であろうと思います。そのためには、

国内行動計画と啓発活動が国内で必要だということをしみじみ感じています。これからも、

この問題についての取り組みをより強めさせていただきたいということをお約束して、報

告とさせていただきます。 

 

堀内光子： 大脇雅子先生、どうもありがとうございました。それでは、最初に会場からの

質問を受けて、それに答える形でディスカッションに進みたいと思います。 

 

ディスカッション 

 

会場から： 一つ目の質問は、エンターテイメントビザは、毎年どれくらい発行されている
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のかということ。二つ目は、どれぐらいの利益が、人身売買行為からあがっているのかと

いうこと。三つ目は、日本の社会や行政に対しての批判が随分あがっていますが、他の国

で改善された良い例はないのでしょうか。 

 

会場から： 日本に来るコロンビア女性、あるいは、タイ人女性が増えているということで

あれば、どれくらい増えているのか、数字を教えて下さい。 

 

会場から： 警察庁の方に聞きたいのですが、ブローカーが逮捕されたといったような記事

をときどき見るのですけれども、いったい何人ぐらい実際に逮捕されているのか。そして、

実際に人身売買関係で逮捕にまで至った例は、どれぐらいあるのかということも聞きたい

と思います。 

 

堀内光子： エンターテイメントビザの問題、何人ぐらい犠牲者がいて、ブローカーで逮捕

された人が何人いるかというご質問は、鬼塚さんにお答えいただければと思います。 

 

鬼塚友章： エンターテイメントビザの関係ですが、大変申し訳ないのですけれども、現在

ここに数字を持っておりません。法務省の入国管理局で統計を出しておりますので、おそ

らく法務省の白書、ないしはホームページをご覧いただければ、エンターテイメントビザ

として発給している数というのは出ているかと思います。 

 次に、ブローカーがどのようにして収入を得ているのかという質問ですが、これは個々

の形態に応じてかなり異なります。イメージを持っていただくために、具体的な事件を例

に取って申し上げますと、高額の借金を背負わされているケースで、だいたい400-500万円

です。これが、女性が入ってきた時点で、「おまえの借金だ」と課せられている金額です。

これは、全く公序良俗に反する違法なものであるわけです。 

最後に、ブローカーがどれくらいの違法な収入を得ているかについてお答えします。コ

ロンビア大使館のオマイラさんから報告がありましたように、コロンビアの女性を仲介す

るブローカーとして、非常に悪質、かつ大規模に展開していた人間を昨年末検挙しました

が、彼らは、日本円にして１億数千万円の不法な収入を得ていたと思われます。この活動

が数年間に及んだため、その人間が得た収入は数億円にのぼっていたという事例がありま
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す。同じ事案を、改善された例としてご報告できると思います。まだ一部捜査中のところ

もありますので、詳しく申し上げるわけにはいかないのですけれども、この件は、ここに

いらっしゃるＨＥＬＰの大津さん、さらにコロンビア大使館等から当課にご連絡をいただ

いて、捜査を開始したものです。今回検挙しましたこのブローカーは、コロンビアの国で

は一級の犯罪人として取り扱われていて、コロンビアでは、新聞の一面を華々しく飾るよ

うな事案であったと聞いています。このような形で、我々も様々な方々と協力して、各種

の犯罪の検挙を行っています。 

 それと、数のお話があったかと思います。配付いたしました資料にも若干書いてありま

すが、日本全体として不法滞在の数は、平成12年に25万人であったのが、平成14年の統計

で22万人となっており、いわゆる低減傾向にあると考えています。最盛期には30万人近く

あったわけですが、最近はこの数は総計としては減っています。 

 さらに、資料の最後に、風俗関係において、被疑者または参考人として取り扱った外国

人女性の数が書いてありますが、これも低減傾向にあると考えています。これには様々な

要因が考えられていますが、一つには、入ってくる女性が若干減っていることが挙げられ

ると思います。 

ブローカーの検挙については、実は、今のところ数字として対外的に公表はしていませ

ん。ブローカー、いわゆる人身売買事犯の検挙というかたちで整理している数字はあるの

ですが、昨年末に批准した議定書に則った形での統計になっているかどうかの精査な作業

が必要ではないかと考えています。他の事案での検挙、様々な暴力団関係の事犯、その他

の刑法犯として扱っているような事犯の中で洗い直すと、人身売買に統計すべきものがこ

れから出てくる可能性があります。精査の作業をして、なるべく早いうちに、批准までの

様々な法律の整備作業とあわせて検討していきたいと考えています。 

 

大津恵子： 以前も、ブローカーはこういう名前の人ですから捕まえてください、と警察に

お願いしたことがありました。しかし、捕まった罪名が不法就労助長罪で、罰金程度で出

てきてしまう簡単な罪でした。その後も、また同じようなことを繰り返している。 

 今回、ヘルプがお願いして、職安法違反で捕まった方がこれから裁判になるのですが、

だいたいどれぐらいの刑がその人に科せられるのか、鬼塚さんに教えていただきたいので

すが。裁判所のことですからきっとわかりにくいと思いますが、想像で、だいたいどれぐ
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らい刑務所に入ることになるのでしょうか。簡単に出てしまうとするならば、私たちは怒

りがこみあげてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 

鬼塚友章： 直接のお答えになるかどうかわかりませんが、当該事案は、すでに起訴されて

おり、一部、関係箇所の捜査が残っておりますので、今ある資料の中のみで量刑を論じる

のは、ちょっと早計かなと思われます。 

 ただ、一般論といたしまして、そういった量刑がやや一般的に甘い傾向にあるのではな

いかと言われています。我々警察も同じように考えておりまして、これから批准の作業に

向けて関係法の整備をやっていく中で、量刑を考えていく必要があるのかなと感じていま

す。これについては、関係省庁間の検討の中で、何らかの形で提案することは、今後検討

していきたいと思っています。 

 

大脇雅子： エンターテイメントビザに関しましては、私も今、正確な数字は持っていませ

んが、様々な要件により、年間５万前後を増大したり減少したりしています。 

 増大する理由というのは、23歳ぐらいの年齢でないとビザがでなかったのが、最近20歳

以下にも許可を出すようになったからでしょうか。エンターテイナーの要件が日本の入管

とフィリピンの入管で様々に議論されていますが、例えば、バレエの実習を何年間受けた

かということになりますと、非常に数が減ります。 

 入管の検査によりますと、90％がエンターテイメントビザの違反に当てはまります。ほ

とんどがホステスとか、あるいは人身売買に関するところに行って、本当にエンターテイ

ナーとして活躍している人は、わずかだということです。 

 また、日本人とフィリピン人の間に生まれるＪＦＣ、ジャパニーズ・フィリピーノ・チ

ルドレンという問題もあります。私どもネットワークでＪＦＣ弁護団というものを作り、

子どもの親探しの問題を４００件近く手にしていますけれども、そのなかで解決するのは、

ほとんど１割ぐらいです。 

 

カシット・ピロム： ２つコメントがあります。他の国と比較して、人身売買に対する日本の

対処が甘いと指摘することは、単なる批判ではなく、建設的な批判であると受け止めてい

ただきたいのですが。日本で何が改善されるべきかを検討するうえで、他の国々での法制
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について知ることも必要だと思います。例えば、ドイツの例をとってみましょう。ドイツ

では、売春斡旋業者、いわゆるポン引きは違法です。売春は合法で、売春業として納税も

しています。ドイツ人が海外で児童買春をした場合、国外犯として処罰の対象となりドイ

ツの法廷で裁かれます。近年はヨーロッパ各国で国境を越えた施策がとられるようになり

ました。 

 そして２点目ですが、エンターテイナービザの問題を強調しすぎることはないと思いま

す。というのは、これは合法的な入国手段の一つなのですから。それよりも、非合法的な

人間の移送、人身売買こそが問題なのです。その点を忘れてはなりません。人身売買の対

象となるのは売春をさせられる女性だけではないのです。売買された人が送り込まれるの

は農園、小さな工場、魚介類の加工工場などで、また、建設業に労働者を供給する場でも

人身売買が行われています。日本政府の統計によりますと、日本では不法滞在者が20万人

以上もおり、そして彼らは労働者として働き、しかも、税金を払っているのです。これは

統計上にも明らかな日本の現実です。この現実にどう対処すべきなのか、それが問題なの

です。 

 

キンジー・ダイナン： 各国の人身売買撲滅への対策を比べて、国々の対応の違いについてこ

とさらに大げさに言う必要はないと思いますが、あえて申し上げたいことがあります。借

金を負わされて、奴隷のような労働条件のもとに働かされている人たちは世界中にいます。

自国民がそのような状態に置かれていれば、政府は絶対にそれを許さないでしょう。でも、

外国人労働者が劣悪な労働条件のもとで働かされていることに寛容な国は少なからずあり

ます。特に裕福な先進国では、こうした借金漬けの労働から自国民をきちんと保護してい

るのに、外国から来た移民に対しては無関心でいるという傾向があり、たいへんひどいこ

とだと思います。 

 ここ数年で状況はいくぶん改善されてきているかも知れませんが、日本政府は、人身売

買によって日本に女性が運ばれてきている事実を認めることに消極的です。存在すること

を認めていません。特に日本への女性の人身売買の件数について、この悲惨な現状に目を

つぶっているのが現状であります。特に、タイやその他の国から日本に向けた人身売買の

事実そのものを、今まで認めてなかったわけであります。そして入管の局長は単刀直入に

このように言いました。「日本には強制的な人身売買はない。彼らは単なる不法滞在者で
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ある。その裏にいるのは犯罪組織である。」ということを2000年当時におっしゃっていた

わけですね。2000年以降、既に多くの法律が制定されております。例えば、タイや米国は、

この人身売買の被害者の存在を認めて、法整備を行っています。日本でも、この問題に対

応するためには法整備が求められます。 

 鬼塚さんが言及された風俗営業法ですが、最近修正され、罰則規定が強化されました。

その新しい法改正について、もう少し具体的におっしゃっていただけますでしょうか。そ

れから、実際にブローカーを対象とした罰則規定というのはあるのでしょうか。あれば、

何年の禁固刑に付されるのでしょうか。 

 

堀内光子： 鬼塚さん、改正された風俗法について、もう少し詳しく述べていただけますで

しょうか。刑事罰が科せられるのでしょうか。 

 

鬼塚友章： いわゆる人身売買といわれる事案について、現在、各種の法令を適用して検挙

しております。すべてではありませんが、代表的なものを申し上げます。先ほどいろいろ

お話にも出ました、出入国管理及び難民認定法違反、いわゆる不法就労助長罪の法定刑は、

3年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金です。 

 その他、偽装結婚で入ってくるようなケースもあります。これは公正証書原本不実記載

ということで、おそらく2年か3年の懲役刑だったと思います。その他、逮捕・監禁等の場

合については、3ヶ月以上5年以下の懲役です。 

 このように、適応する法律による量刑は、若干差があります。どの法律が適用できるか

というのは、その事象・事案に応じて異なってきますので、非常に重い量刑が必ずしもう

まく当てはまるというわけでもありません。騙して連れて来られている女性の中には、入

ってくる段階で騙されているという印象がないような状況もありますので、このような場

合、どのように対応していくかというのもまた一つ問題かなというふうに思っています。

今、手元の資料でお答えできる範囲でお話ししました。 

 

堀内光子： 日本の経済は人身売買問題とどう関連しているのでしょうか。 

 

大津恵子： 10年前までは、借金のうち、だいたい300万、400万を１年ぐらいで女性が返し
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ていました。その後自由になって、親に仕送りをしているということがあったのですが、

最近は、被害者の方が早い時期に逃げて来ます。3、4カ月で「もうこれはだめだ」と思っ

て大使館や警察を通じてヘルプに逃げてこられるのです。話を聞きますと、1-2カ月でだい

たい50万ぐらいを返してきたということです。そして、この感じでいくと、自分の課せら

れた借金を返すには、もう4年かかっても返せないという。さらに、初めの約束では、自分

が嫌だと思う男性には、売春しなくてもいいというふうに言われて来たと言います。とこ

ろが、実際には自分で客を選ぶことはできず、何人とも売春させられる。どんな状況でも

させられるので、もう自分の体がこれではやっていけないという状態になって逃げてくる。

やはり、経済状況の悪化で、前のように客が来なくなり、そんなに簡単に客が取れなくな

ったということも関係していると思います。 

 

カシット・ピロム： タイの女性売春婦の状況を見ますと、彼らは中国人、そして東欧諸国か

ら入国してきた、安い賃金で働く売春婦に取って変わられています。これが経済の影響で

しょう。これは工場、あるいは養鶏場などでも同じような状況が起こっているわけです。

ですから、タイ人の在日労働者は、今や他のアジア諸国、あるいはロシアや東欧諸国から

入国してくる海外移民労働者に取って変わられて、彼らはどんどん新しい地域へと移動し

ているわけです。 

 別件になりますが、モラトリアムについて、もう一つコメントさせていただきたいと思

います。日本の政府の統計によりますと、不法労働者の数は20万人もいます。これが現実

です。彼らは労働に従事しているわけです。彼らは、日本国民がしたがらない仕事に従事

しているわけです。とすると、モラトリアム政策は、既存の20万人の不法労働者を対象と

して運用されるべきだと思います。彼らは、日本で必要な、有益な労働を提供しているわ

けであり、ちゃんと所得税を払っているのです。この20万人の不法労働者を合法的な立場

に就かせるということが重要だと思います。 

 このモラトリアムでもう一つ申し上げたいのは、逮捕すべきではないということです。

入管法に基づいて、警察が不法労働者を逮捕すべきではありません。モラトリアムを1年間

設けて、政府はその間証明書を発行し、彼らを一種の職業に就かせ、2年目、3年目に帰国

させるといった方策が必要だと思います。規律正しい形で帰国させるということです。組

織的かつ体系的に、こうした体制を構築することが必要です。今、日本では労働力が不足
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しており、高齢化社会となっています。従って、幾つかの分野におきましては、日本国民

がしない仕事もあるわけですから、こうした海外労働者というのは必要です。 

 

会場から： 私は労働問題からのアプローチということで、２つの点について質問とコメン

トをしたいと思います。労働組合には、たくさんの外国人労働者も組合員として組織され

ていますが、その99・９％がオーバーステイの労働者です。 

 実は、トラフィッキングの規定について、今日は勉強をしに来ました。お話をうかがっ

た認識としては、トラフィッキングそのものは、前借金などによって国を越えてやってき

て、強制労働に従事させられていることだというふうに受け止めました。日本における人

身売買の形態は、非常に多様になっていると思います。加えて、男性の人身売買といいま

すか、海外からの研修生も多く日本へ来ています。研修生制度は、労働者の権利というこ

とで労働基準法からのアプローチができない領域です。先ほどのエンターテイメントビザ

の場合には、資格外就労ということを伴わなければ、労働基準法の適用はされないという

ことで、救済が非常に厳しいと思います。そのような点の改善に、先ほど報告された議定

書が非常に有効に働くだろうというふうに、お話を聞いていて思ったのですが。そう解釈

して間違いがないのか伺いたいと思います。 

 これもコメントになるかもしれませんが、人身売買を行っているブローカーだとか、そ

ういう組織犯罪に対する処罰よりも、当時者への処遇が非常に厳しすぎるのではないかと

思います。この当事者に対する処遇というのは、法律的な処遇だけではなくて、ちょっと

厳しい質問で申し訳ないのですが、警察、あるいは民間職員の方々の当事者に対する言葉

の使い方や、対応が非常に乱暴ではないかということです。この点を、警察庁では、どの

ように職員に対して啓蒙活動をなさっているのか、もしありましたら、お聞かせ願いたい

と思います。私が直接的に経験しました例では、「税金も払ってないのに偉そうなことを

言うな」と言われたことがあります。先ほど指摘がありましたように、ほとんどの外国人

労働者、移住労働者は、日本人よりもたくさんの税金を払っています。 

 

会場から： パネル１に関する質問が、二つあります。私が非常に印象に残ったのは、オマ

イラさんもおっしゃっていましたように、ブローカーやスナックの店主に監禁された後、

絶望して、そこでやるしかないと被害者の方が心を決めてしまうことです。こういう事実
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を非常に悲しいと思いました。私どもとすれば、何とかして隙をみて逃げる、もしくは逃

げるまでいかなくても、何とか救済を求める手段はないのだろうかというふうに思いまし

た。そこで、一つ目の質問ですが、今、どのような現状があるのか、女性たちは本当に逃

げにくい状況なのか、助けを求める手段が何もないのかを、ＮＧＯの方に伺いたいのです。 

 さらに、こうした発見しにくい問題が、トラフィッキングの非常に複雑な問題として挙

げられているのですが、こういう複雑な問題だからこそ、様々なアクターの参加が必要だ

と思います。タイのチェンマイの例ですが、ＮＧＯが持っている電話番号を、チェンマイ

にいるほとんどの人が知っていて、横の連携を図っているのです。何かあると、まずその

ＮＧＯに電話します。すると、そのＮＧＯが被害者の保護をして、警察、あるいは病院や

弁護士へ電話をします。そこで二つ目の質問なのですが、現在、日本では、アクター同士

のネットワークはあるのでしょうか？ 

 

会場から： 鬼塚さんに質問をしたいのは、人身売買として売春婦になった、買収されたビ

ルマ人のとてもかわいそうな女の人たちは、今、自由になりましたかどうか、私、知りた

い。ビルマ軍人政府を取り除くのに、いろいろ援助してくださいと、私たち、お願いした

いのです。 

 

会場から： 私は、国際政治を学んでおりますが、非常に興味深いお話で、今後の研究の材

料になります。どうもありがとうございます。 

 大津さんに質問です。シェルターには、心身ともにとても病んでしまった女性が来ると

いうことですが、心理学的なカウンセラーを行っているのでしょうか、また、話を聞いて

あげるシステムができているのでしょうか。言葉の壁もあると思うのですけれども、言葉

を話せる方々もそこにいて、被害者の話を聞くというシステムができているのかをお教え

ください。 

 

堀内光子： まず鬼塚さんからお答えいただけますでしょうか。１つは、人身売買の定義を

おっしゃってくださればいいと思います。それから、処罰が甘いのではないかということ

などについてもお願いします。 
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鬼塚友章： 非常にたくさん質問をいただいて、今日、ここに参加した甲斐があったなと思

っています。ありがたく受けさせていただきたいと思います。 

 先ほど、男性のトラフィッキングについてお話があったと思います。まず、そのことに

ついてお答えいたします。条約の定義上、とくに女性、子どもが中心になっていますが、

男性のトラフィッキングが条約上除外されているというわけではございません。昨年既に

署名いたしました議定書、これはまだ仮約でございますが、すでに公表されています。外

務省のホームページに、おそらく仮約という形で出ているかと思います（http://www.mofa.g

o.jp/mofaj/gaiko/treaty/shomei_1.html）。 

次に、人身売買の定義ですが、議定書の第３条に、「人身取引とは、搾取の目的で、暴

力若しくはその他の形態の強制力による脅迫若しくはこれらの行使、誘拐、詐欺、欺もう、

権力の濫用若しくは弱い立場の悪用又は他人を支配化に置く者の同意を得る目的で行う金

銭若しくは利益の授受の手段を用いて、人を採用し、運搬し、移送し、蔵匿し又は収受す

ることをいう。」とあります。 

 それと処罰の関係ですが、先ほど申し上げましたが、一般的にもう少し法定義を重くす

べきではないかという議論は関係者のなかでもあります。今後、法整備のなかでこれも検

討していきたいと考えています。 

 警察官が不当ではないかというようなお話だったと思いますが、いわゆる警察の敷居が

高いというか、お叱りを受けたことがいろいろ数年前にもありましたが、以後、警察官の

市民応接についてはいろんな形で徹底をしているところです。これについて、まだ１０

０％、すべての人間がきれいな応対ができているかというと、そこまで私もまだ自信をも

って言える状況ではありませんが、これについては当該事案も含めまして、いろいろな形

で教養を続けており、また今後も続けていく必要があるというふうに考えておりますので、

ご理解いただければと思います。その際、不適切な発言があったとすれば、この場を借り

てお詫びをしたいと思います。 

 それと、ビルマの方から、売春婦がどうなったかというご質問があったと思いますが、

具体的な事案として、今、この場では承知しておりません。いつ、どのような形であった

事案で、当時、警察がどのような活動をしたか、あるいは時期的なもの、場所的なもので

何かお教えいただければ、ある程度調べる手段があるのですが、今いただいた情報のなか

ではお答えできないということがお答えになろうかと思います。 
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大脇雅子： 男性の人身取引についてですが、外務省は、この議定書は、特に女性及び児童

の取引に留意しているというので、男性の場合、何にあたるかということを外務省の担当

官と先回、議論したことがあります。それで何にあたるかというと、ホモセクシャルの問

題、少年兵、児童労働とか、強制労働も含むという見解でした。しかし、これが先ほどご

質問にあったような研修生が強制的な労働もしくは役務の提供という事柄に当てはまるか

どうかというのは、研究課題ではないかなというふうに思っています。 

 

カシット・ピロム： 言語の壁ということも出ていたかと思いますが、タイの大使館では、心

理療法士、及び精神科医の人たちをタイから呼んでいます。そしてボランティアやＮＧＯ

の方々に指導してもらっています。こんな形でコンサルテーションをしてほしいとか、こ

のような形でケースをハンドリングしてほしいといったような指導をしております。そし

て、今年もそのような先生方がまとまってやってきます。 

 しかしながら、この人たちが医療行為を行うことはできません。これは日本の法律に反

することになってしまうからであります。これらの人たちがタイから来ても医療活動をす

ることはできませんが、指導はしています。 

 

大津恵子： 例えば、コロンビア人の方がＨＥＬＰに来る場合は、まずオマイラさんが連れ

てきて、その後、カトリックのシスターに来ていただきます。心のケアということでは、

信仰的な問題がかかわってきますので、ゆっくりと話を聞きます。最初の２日間というの

は、いったいＨＥＬＰが安全なところなのかどうなのかを納得してもらうことに使われま

す。被害者の方は、本当に緊迫した中で逃げて来ていますので、ＨＥＬＰが本当に安全な

所なのかどうかを疑われているわけですね。以前、逃げてきた次の日に、寮母さんに向か

って包丁を突きつけた女性もいました。 

 ですから、いわゆるカウンセラーじゃなくて、本当に言葉の出来る方に来ていただいて、

安全である、そして彼女がもっている問題は話すことができることであると理解してもら

います。今、ＨＥＬＰでは、タイ人スタッフ、フィリピン人スタッフ、それから中国人、

コロンビア人などのボランティアに来ていただいて、心のケアをしていただいています。

ただ、専門的な方に関しましては、まだそこまで十分にできていないのが現状です。 



47 

 

吉田容子： 大脇先生と鬼塚さんにお伺いしたいことがあります。議定書の批准にあたって、

現行の刑法でほぼ対応できるので、あとは、処罰を少し重くするかどうか、それから被害

者保護について若干付け加えるかどうかという議論なのだと先ほどのお話しにありました。

そうしますと、まず一つは、現行刑法で本当に対応できているのか、それを伺いたいので

す。対応できるはずなのに、実際には対応出来ていないとしたら、刑法の条文の問題では

ないのだということになってくるわけですね。では、何が問題なのか、お二人から教えて

いただきたいのですが。 

 

鬼塚友章： 基本的な認識としては、署名を行う段階で、特に、条約上求められる義務とし

て規定されているものと現行法を照らし合わせて、どれぐらいの整備が必要かという作業

を、ある程度方向づけをする形として、関係省庁の中ではやっています。議論は、最終的

なものではありませんが。 

 概ね、刑法に限らずですが、今ある特別法の中でも、条約上の義務とされている事項に

ついては、法律上カバーできているのではないかと言われています。一部、子どものトラ

フィッキングの関係については、先ほど大脇先生からもご指摘がありましたとおり、まだ

現行法で対応できていない部分があるわけです。 

 ただ、まだ検討は始まったばかりで、これから批准まで、様々な角度からの検討がなさ

れるわけです。もちろん最終的には、立法府で判断されることですので、トラフィッキン

グを包括的に取り締まるような規定が必要ではないかという議論も、今後出てくる可能性

はあると思っています。今後の展開が閉ざされているわけではなく、現状認識としては、

今申し上げたように考えているということです。 

 

大脇雅子： 私は、各省庁の国際組織犯罪条約の議定書を批准ないし、締結をしていく段階

で、検討されている課題ということで申し上げたいのですが、私自身は、やはり特別法と

して、人身売買に関する一つの包括法が必要ではないかと考えております。吉田先生は、

人を日本の国外に向けて移送すること禁止している刑法２２６条２項に、日本の国内に向

けての移送や収受も必要ではないかというふうにおっしゃり、改正案を提起していらっし

ゃいます。私もそういう点は必要であろうと思っています。 
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 昭和35年だと思いますが、改正刑法草案というのが、法制審議会でずっと前に議論され

ています。これには、法定刑の全般的な加重があり、人権団体等からも徹底して反対され

ていまして、日の目を見ていません。しかし、この改正刑法草案では、日本国外に移送す

る目的の略取・誘拐ではなくて、人を居住国外に移送する目的でという形になっています。

さらに、居住国内に移送した場合も、これを懲役刑に処するという改正案が、実はずっと

前に行われながら日の目を見ていないということであります。従って、日本では当然に、

そうした改正というものを議題にのぼらせなければならないというふうに考えています。 

 

堀内光子： それでは、救済を求めるのは非常に難しいのではないかという質問に、キンジ

ー・ダイナンさんがお答えしたいということです。 

 

キンジー・ダイナン： 女性が助けを求めるのが難しいかどうかという質問ですが、本当に難

しいのです。まず、言葉の問題があります。それから友人、親戚からまったく孤立した状

態にあり、コミュニケーション、あるいは行動についても厳しく監視されています。そし

て、強制的に逮捕されるわけであります。 

 私が1999年に出会った女性の話をしたいと思います。東京都内での出来事です。彼女は、

人身売買から逃げおおせた女性でした。彼女の話を聞き、逃げるのがいかに大変で難しい

かということがよくわかりました。この女性は、タイから日本に入国し、スナックで強制

的に売春をさせられていました。日本語はまったく話せません。すべての行動、コミュニ

ケーションが監視されていました。アパートの出入り口には、センサーが取り付けられて

いて、自動的に出入りを感知するシステムによって厳しく監視されていました。もし、外

部に助けを求めたり、あるいは逃げようとした場合、彼女の借金は引き上げられ、暴力を

ふるわれ、むごい仕打ちを受けるというふうに脅かされていたのです。他の女性たちから

も、逃げることに失敗した人がどんなに大変な体験をしているかを聞かされていたわけで

す。 

 それでも、どうしても逃げたいとこの女性は考えました。日本語を覚え、十分に言葉の

力がついた段階で、スナックの客に助けを求めました。外部の人で、言葉を交わせる唯一

の相手は客だけです。そして、この客と計画を立てました。彼女がゴミを出す日、その日

だけが、彼女が仕事以外の理由でアパートから外に出られる日です。彼女はゴミを外に出



49 

して、その隙に客が運転してきた車に飛び込んで、客の運転する車に乗って直接、タイ大

使館に逃げ込んだのです。 

 申し上げたいのは、彼女たちは隷属状態に置かれているということです。単なる前借金

の問題だけではありません。前借金をさせられたうえに、強制的に奴隷のように働かされ

ているという現実があるのです。 

 

アンドリュー・ホルバート： 皆様、非常に多くの情報を得ることができたかと思います。ご参

加くださいまして、ありがとうございました。また、パネリストの方々、基調講演をされ

たタイ駐日大使に御礼を申し上げたいと思います。モデレーター役を務めてくださいまし

た堀内光子さんに対しても御礼を申し上げます。どうもありがとうございました。 

さて、これからは皆さんも一緒に行動を起こしましょう。 

  




